
（別紙） 

行動援護の経過措置について 

 

１ サービス提供責任者にかかる経過措置 

経過措置期間は「平成 27年 3月 31日まで」 

  

資 格 

・介護福祉士 

・介護職員基礎研修修了者 

・実務者研修（旧ヘルパー1級）

修了者 

・居宅介護職員初任者研修（旧

ヘルパー2級）修了者 

＋3年以上の実務経験 

・行動援護従業者養成研修修了

者 

・看護師 

 

２ 従業者にかかる経過措置 

  「当面の間継続」します 

  

資 格 

・介護福祉士 

・介護職員基礎研修修了者 

・実務者研修（旧ヘルパー1級）

修了者 

・居宅介護職員初任者研修（旧

ヘルパー2級）修了者 

・行動援護従業者養成研修修了

者 

・看護師 

 

実務経験年数 

知的又は精神障害 

に関する実務経験 

5年（かつ 900日） 

 

行動援護従業者養成研修 

（20時間） 

＋ 

知的又は精神障害に関する 

実務経験 3年（かつ 540日） 

原則 経過措置 

実務経験年数 

知的又は精神障害 

に関する実務経験 

2年（かつ 360日） 

 

行動援護従業者養成研修 

（20時間） 

＋ 

知的又は精神障害に関する 

実務経験 1年（かつ 180日） 

 

※この場合報酬３０％減算。 

原則 経過措置 


